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 本提出マニュアルは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法）に

基づく少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の確認制度にて電子申出（e-Gov電子

申請システムによる申出）を行う場合における、申出書データ等のオンラインによる提出

方法について解説したものです。 
 
なお、少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の確認制度における申出手続全般に

ついては、下記の案内をご参照ください。 
 
❑ 少量新規化学物質の申出手続について（令和８年度版） ✔ＨＰ 

 
❑ 低生産量新規化学物質の申出手続について（令和８年度版） ✔ＨＰ 

 

 

■少量新規化学物質・低生産量新規化学物質の電子申出に関する経済産業省のお問合せ先 
 

経済産業省産業保安・安全グループ 化学物質管理課化学物質安全室 審査班 
 

電子申出に関するお問合せ先： bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp 
 

※電子メールの件名は、該当するお問合せに応じて、『少量新規申出に関する問合せ(＊＊＊

株式会社)』又は『低生産量新規申出に関する問合せ(＊＊＊株式会社)』(注：括弧内には 

お問合せ者の会社名等を記載)としてください。 

また、本文には、質問内容に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、

連絡希望時間帯(問合せ日を含め３営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載して

ください。 
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◎本資料中の✔ＨＰには当該ホームページ(資料掲載ページ)のリンクを貼っており、クリック

すると該当ページに飛べるようにしています。 

  （クリックしても飛べない場合は、✔ＨＰの上で右クリックし、「リンクを新しいウィンドウ

で開く」を選択してください。） 

  

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/shoryoshinki_uketsukeR8_20251205.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/teiseisan_uketsukeR8_20251205.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/teiseisan_uketsukeR6.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/teiseisan_uketsukeR6.pdf
mailto:bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp


 3  

１．電子申出とは 

 

電子申出とは、 

1）パソコンにインストールした申出システム1を用いて申出書データ等を作成し、 

2）デジタル庁が運営するe-Gov電子申請を利用して、申出書データ等をオンラインで提

出する、 

申出方法の一つです。 
 

※「申出書データ等」とは、申出事項を入力した申出システムに、別途用意した用途証明書

（PDFファイル）や構造式ファイル（MOLファイル形式）を取り込み、申出システム上でzip 

ファイル（圧縮ファイル）にて出力したものを指します。 

 

 

1）の申出システムのインストールや操作方法は右のリンクからご参照ください。✔ＨＰ 
 

◆注 意◆ 申出システムは、必ず最新バージョン(ver7.03)をご使用ください  
 
〇申出システムは、必ずver7.03を使用してください。ver7.02以前の旧バージョンの申出シス

テムを使用して作成した申出書は受け付けることができません。旧バージョンの申出システ

ムは、更新プログラムを利用してアップデートしてください。 
 

 

2）のオンラインによる提出方法については、本資料の中で説明しています。 

⚫ 電子申出におけるオンライン提出を初めて行う際には、あらかじめｐ４～ｐ１１の手

順による事前準備①～③を必ず行ってください。 

(注)オンライン提出の際に、令和８年度第１回及び第２回では、申出者を認証するため

の「申出者コード」(ユーザＩＤ：数字５桁)が必要となります。電子申出を初めて行

う際、事前に申出者コードの取得手続を行ってください。また、令和８年度第４回以

降は申出者コードの利用はせず、ＧビズＩＤの利用を開始します。 

それぞれの手続方法については、申出手続案内及び下記のホームページをご参照く

ださい。 
 
➢ 申出者コードに関する手続案内 ✔ＨＰ 

➢ ＧビズＩＤについて（デジタル庁ＨＰ） ✔ＨＰ 

⚫ 申出書の受付期間において申出書データ等をオンラインで提出する際の手順について

は、ｐ１２以降をご参照ください。 

 

  

 
1 化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム。 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/offersystem_ver7-0.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_denshi_index.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
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２．オンライン提出の事前準備①(e-Govアカウントの登録) 

 

電子申出は、e-Gov電子申請アプリケーションをインストールして、当該アプリケーショ

ンを起動しログインして行います。ログインできるようにするために、あらかじめ以下の

手順でe-Govアカウントの登録を行います。 
 
（注）ＧビズＩＤやMicrosoftアカウントをお持ちの方は、それらを利用することができ､

e-Govアカウントの登録は不要ですので、ｐ７へ進んでください。 

➢ ＧビズＩＤとは、１つのＩＤ・パスワードで様々な行政サービスにログインできる

サービスです。詳細は、✔ＨＰ をご参照ください。 

 

①e-Gov電子申請のページにアクセスし、『利用準備』をクリックします。 

➢ e-Gov電子申請のページ ✔ＨＰ 

 

 
 

 

②『アカウントの準備』をクリックします。 

 

 
 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
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③『e-Govアカウントを登録』をクリックします。 

 

  
 

 

➃仮登録入力画面でメールアドレスを入力し、チェックボックスにチェックを入れま

す。その後『内容を確認』を、続いて『登録』をクリックします。 

 

 

✔ 

メールアドレスは、パスワード

の再設定等に必要となる重要な

情報ですので、失念しないよう

ご注意ください。 

チェック（✔）を入れる 

ＧビズＩＤやMicrosoftアカウントを利用すること

ができます。詳細はこちらをご確認ください。 
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⑤『登録』をクリックすると仮登録完了画面が表示され、本登録手続メールが、➃で入

力したメールアドレス宛てに送信されます。メール本文中のURLをすぐにクリックし､

本登録の手続を行います。 

 

  

 

 

⑥本登録入力画面でメールアドレスとパスワードを入力し、『内容を確認』をクリック

すると、e-Govアカウントの登録は完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本登録手続メール) 
 

本文中のURLをすぐに 

クリックしてください。 

ご自身でパスワードを

設定してください。 
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３．オンライン提出の事前準備②(ブラウザの設定) 

 

①利用準備のページで『ブラウザの設定』をクリックします。 

➢ e-Gov電子申請/利用準備のページ ✔ＨＰ 

 

 
 

 

②ブラウザの設定を確認し、必要に応じて設定を行います。 

 

 
  

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
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４．オンライン提出の事前準備③(アプリケーションのインストール・設定) 

 

電子申出を行う際に使用するe-Gov電子申請アプリケーションについて、以下の手順で 

インストールと設定を行います。 

 

①利用準備のページで『アプリケーションのインストール』をクリックします。 

➢ e-Gov電子申請/利用準備のページ ✔ＨＰ 

 

 
 

 

②『e-Gov電子申請アプリケーションのダウンロード』をクリックし、アプリケーショ

ンのダウンロード・インストールを行います。その後、マイページへと進みます。 

 

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
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③『e-Gov電子申請アプリケーションを起動』をクリックし、アプリケーションの起動

を許可します。 

 

 
 

 

④e-Govアカウントの登録時に登録した『メールアドレス』､『パスワード』を入力し、

『ログイン』をクリックします（ＧビズＩＤ又はMicrosoftアカウントでもログイン

可能です。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回ログイン時は、２要素認証（スキップ可能）又は追加認証が

求められます。 

認証の設定については、右のリンクに案内があります。 ✔ＨＰ 

ＧビズＩＤ又はMicrosoftアカウントを

お持ちの方は、こちらからログインして

ください。 

マイページへ 

https://www.e-gov.go.jp/help/guide/firstlogin.html
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⑤画面右上の『アカウント』をクリックしてメニューを開き、『利用者設定』を選択し

ます。 

 

 

 
 

 

⑥「案件ステータス」を『受信する』に設定し、『内容を確認』をクリックします。 

 
※「案件ステータス」を『受信する』に設定すると、審査の進捗状況が更新された際に、当局

からお知らせメールが送信されるようになります｡ 

（参考）メール通知設定ＦＡＱ：✔ＨＰ 

 

 

 
 

（進捗状況お知らせメール） 

 

アカウント 

メニューから

『利用者設定』

をクリック 

『受信する』を

クリック 

このメールが送られてきたら、必ずマイ

ページから進捗状況をご確認ください。 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/faq/mailsetting.html
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⑦設定内容を確認し、『変更』をクリックします。 

 

 
 

設定変更完了画面が表示されます。 

 

 
 

以上で、電子申出を行うための事前準備は完了となります。 

 

パソコンのデスクトップに、アプリケーションのアイコンが生成されます。電子申出は、

このアイコンからログインして行います。 

 

 

アイコンをクリックして

ログインすると、e-Gov

アプリケーションが起動

し、電子申出を行うマイ

ページにアクセスできま

す。 
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５．オンライン提出の手順 

 

本資料ｐ４～ｐ１１に掲げる事前準備が完了し、電子申出に必要となる「申出者コード」

を取得したら、「申出書データ等」（zipファイル）について、申出書の受付期間内に、

以下の手順でオンライン提出を行います。 

 

①申出システムで「申出書データ等」のzipファイルを作成し、用意しておきます。 

 

※申出システムによる申出書データ等の作成では、ミスの無いよう、以下の操作説明書

を十分ご確認ください。特に、申出システムのメインメニュー画面で選択する『申出

年月』の選択を誤ると、補正のやり取りが大変煩雑となるため、ご注意ください。 
 
➢ 化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム(ver7.03)操作説明書 ✔ＨＰ 

 

 

 

②デスクトップ上にあるe-Govアプリケーションのアイコン又はe-Gov電子申請のページ

からアプリケーションを起動後、ログインします。 

➢ e-Gov電子申請のページ ✔ＨＰ 

 

※デスクトップにアプリケーションのアイコンを置くことが許可されていない場合は、 

e-Gov電子申請のページからアプリケーションにログインしてください。 
 

 
 

 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/offer703manual_251021.pdf
https://shinsei.e-gov.go.jp/
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③マイページにて、『手続検索』をクリックします。 

 

 

 

 

◎以下、「少量新規化学物質の申出」の場合を例に説明します。「低生産量新規化学物質

の申出」を行う場合は、「少量新規」を「低生産量新規」に読み替えてください。 

 

④「手続名称から探す」で『少量新規』を入力し、『検索』をクリックします。 
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⑤「少量新規化学物質製造・輸入申出」の『申請書入力へ』をクリックします。 

 

 
 

 
⑥個別認証画面にて、事前に取得した「申出者コード」(ｐ３参照)をユーザＩＤ欄に、

「申出者確認コード」をパスワード欄に入力し、『ＯＫ』をクリックします。 

 

 
  

ユーザＩＤ：申出者コード 

      （数字５桁） 

パスワード：申出者確認コード 

      （数字７桁） 

化審法の『申請書入力へ』ボタン

はこちらです。 
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  次ページを参照 

  （申請する様式一覧） 

 

 

  

⑦申請書入力画面にて必要事項の入力等を行い、『内容を確認』をクリックします。 

e-Govアカウントに登録されている

申請者情報、連絡先情報が転記され

ます。登録内容の修正は、マイペー

ジの「基本情報管理」から行ってく

ださい。 

 

申請書データ等のzipファイル

(１ファイルのみ)を添付して

ください。 

※添付するzipファイルのファ

イル名は、申出システムか

ら出力されたままとし、変

更しないでください（ファ

イル名を変更すると申出が

無効となります。）｡ 
「申請データを保存」又は「一時保存して中断」

をクリックし、データファイルを保存しておくこ

とで、後から読み込むことができます。（ｐ１８

参照） 
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（申請する様式一覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧申請内容を確認し、問題なければ『提出』をクリックします。 

申出者コード及び申出者

確認コードを入力 

申出書データ等の

提出日を入力 

正しく記載されているかを確認

してください。修正する場合は

マイページの「基本情報管理」

から行ってください。 
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提出完了画面が表示されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上で、申出書データ等の送信(オンライン提出)の手続は

完了となります。 
 

➢ 提出後に、当局から審査の進捗状況に関する連絡（申出の補正通知､

受理通知）を行いますので、e-Govから送信されるお知らせメールが

届いたら必ず確認してください（マイページから進捗状況を随時確

認いただけます。）。 
 
➢ 当局からメールにて補正通知が届いたら、速やかに、ｐ１９以降の

手順に従って差戻しデータの修正及び再提出を行ってください。 
 
(注)補正通知を申出システムに取り込む際、本資料ｐ２１⑥の申出システム

画面の取込結果に『取り込んだ申出書はシステムに登録されていません｡』

などと表示された場合は、補正通知が正常に取り込めず、差戻しデータの

修正ができないことを意味しますので、直ちに、本資料ｐ２に掲げる電子

申出に関するお問合せ先まで、メールにてご連絡ください。 

 

➢ e-Gov電子申請において操作手順の変更や利用の一時停止となる場合

には、e-Gov電子申請のページ ✔ＨＰ のお知らせやメンテナンス情

報にて情報提供されますので、随時ご確認ください。 

https://shinsei.e-gov.go.jp/
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(参考) e-Gov電子申請のマイページにおける主な機能 

 

e-Gov電子申請のマイページでは、申請案件の一覧、申請状況や差戻し内容の確認、補正

通知のあった申出の再提出等を行うことができます。 

 

 
  

2020年11月24日に行われたe-Gov

リニューアル以前に行った申請

内容の紐付けを行うことができ

ます。 

到達番号をクリックすると、当該番号に紐づく申請案件が

表示され、補正通知のあった申出の再提出ができます。 

e-Govアカウントの

登録内容を修正する

ことができます。 

差戻し通知

の確認や申

出の再提出

ができます｡ 

申請案件の一覧・状況

の確認や、補正通知の

あった申出の再提出が

できます。 

「申請データを保存」又は「一時保存

して中断」(ｐ１５参照)を行ったデー

タを読み込むことができます。 
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(参考)「補正通知」が届いた際の対応手順 

 

電子申出を行った後、不備等があった場合に当局から送信する補正指示のメール（補正通

知）が届いたら、以下の手順で対応してください。 

 

１．補正通知を申出システムに取り込み、補正通知の内容を確認する 

 

①e-Gov電子申請のページから『メッセージ』をクリックし、申請案件に関する通知一

覧画面で、該当する申請のお知らせに付されている『通知』をクリックします。 

 

 
 

 

②添付ファイル内の「sepsystemW.zip」ファイルをダウンロードした後、そのファイル

を解凍して「Receipt.csv」ファイルを保存しておきます。 
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③申出書データ等の作成を行った申出システムを起動し、申出システムメインメニュー

画面で『受理状況表示』をクリックします。 

 

 
 

 

④『取込』をクリックします。 
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⑤保存した「Receipt.csv」ファイルを指定し、『開く(O)』をクリックします。 

 

（注）②で「sepsystemW.zip」ファイルを解凍した「Receipt.csv」ファイルでなければ､

申出システムに取り込むことはできません。 

 

 

⑥補正通知の取込結果を確認します。 

 

 

この取込結果の欄に『取り込んだ申出書は

システムに登録されていません｡』などと表

示された場合は、補正通知が正常に取り込

めず、差戻しデータの修正ができないこと

を意味しますので、直ちに、本資料ｐ２に

掲げる電子申出に関するお問合せ先まで、

メールにてご連絡ください。 
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２．差戻しデータの修正 

 

①処理結果が「差戻し」となっているデータを選択し、『エラー修正』をクリックしま

す。 

 

 
 

 

②必要な修正を行い、『登録』をクリックします。 

 

 

 

※受付番号の下４桁を入力し、

『登録（受付番号自動採番なし）』

をクリックすることで、当初と同じ

受付番号にて提出できます。 
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③修正が完了したら、申出システムメインメニュー画面で『e-Gov申請用データ出力』

をクリックし、再提出用のzipファイルを出力しておきます。 

 

（注）zipファイルを出力する際には、修正後のデータに加え、修正通知のなかったデー

タも併せて、全件分のデータを選択してください。 

 

  



 24  

３．補正済みデータの再提出 

 

①e-Gov電子申請のページから『申請案件一覧』をクリックし、補正通知の出されてい

る件名をクリックします。 

 

 
 
 

②『再提出』をクリックすると、申請書入力画面（ｐ１５参照）に移動しますので、 

ｐ２３で出力した再提出用のzipファイルを添付し、申請内容確認画面で『提出』を

クリックします。 

 

 
 

以上で、補正通知に基づく再提出の手続は完了となります。 

種別が「補正」となっ

ている件名をクリック 
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(参考)「拒否通知」が届いた際の対応手順 

 

申請案件一覧からの申請案件状況画面で、ステータスが『手続き終了(返戻)』になってい

る場合は、「拒否通知」が発出され、申出書データ等に形式的な不備があるため申出が提

出されていない状態を意味します。拒否通知内容を確認し、速やかに受付期間内に申出書

データ等の修正・再送信を行ってください。 

 

１．拒否通知を受け取り、拒否通知の内容を確認する 

 

①e-Gov電子申請のページから『申請案件一覧』をクリックし、「手続き終了(返戻)」

の出されている到達番号をクリックします。 
 

 
 
 

②申請案件状況画面で『通知』をクリックします。 

 

 

「通知」をクリックする 

『通知』へのアクセス方法は、

ｐ１９に示しているe-Gov電子

申請のページの『メッセージ』

から申請案件に関する通知一覧

画面に遷移する方法もありま

す。 



 26  

③添付ファイル「sepsystemW.zip」をダウンロードし、そのzipファイルの中に入って

いる「Refuse.txt」ファイルを保存します。 
 

 
 
 

④「Refuse.txt」ファイルを開いて、拒否理由を確認します。 

 
「Refuse.txt」ファイルは、メモ帳等のテキストエディタで開いて、確認してください。

申出システムに取り込んで確認、申出データ等を修正することはできません。 
 

 
  

・ダウンロード／解凍する。 

・「sepsystemW.zip」内にある

Refuse.txtファイルを保存する。 
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２．拒否データの修正・再提出 

 

①必要な修正を行い、『e-Gov申請用データ』を作成します。 

 
拒否通知が発出される理由はいくつかあります（下表参照）。原因の内容を確認して対処

いただき、e-Gov申請用データを作成してください。 

なお、下表の③と④は申出書データ等を改めて作成いただく必要があります。補正通知が

届いた際のように申出システムで『エラー修正』を行うことはできず『転用作成』を行っ

てください。 

 
表 よくある拒否の理由と発生原因 

 
 

 

②申請案件状況画面の件名の『拒否通知』をクリックすると、拒否通知のポップアップ

が表示されます。『再提出』をクリックすると、申請書入力画面（ｐ１５参照）に移

動します。ｐ２３で出力した再提出用のzipファイルを添付し、申請内容確認画面で

『提出』をクリックします。 
 

 
 

以上で、拒否通知に基づく再提出の手続は完了となります。 


